
佐 世 保 市 浄 化 槽 設 置 補 助 金 交 付 要 綱 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、市が交付する浄化槽設置整備事業補助

金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 浄化槽 浄化槽法（昭和 58 年法律第 43 号）第２条第１号に規定する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量

（以下「ＢＯＤ」という。）除去率９０％以上、放流水のＢＯＤ２０㎎/ℓ（日間平均値）以下の機能を有するもの

をいう。 

⑵ 単独処理浄化槽（みなし浄化槽） し尿のみを処理する施設をいう。 

⑶ 高度処理型浄化槽 浄化槽であって、次のいずれかに該当するものをいう。 

イ 放流水の総窒素濃度が２０㎎/ℓ 以下又は総燐濃度１㎎/ℓ 以下の機能を有するもの 

  ロ 放流水の総窒素濃度が１０㎎/ℓ以下の機能を有するもの 

ハ 放流水の総窒素濃度が２０㎎/ℓ以下及び総燐濃度１㎎/ℓ 以下の機能を有するもの 

⑷ 申請者居住住宅 申請者自ら居住の用に供する住宅で、居住の用に供する部分が延べ床面積の３分の２を超え

るものをいう。この場合、延べ床面積とは処理対象人員を算定する際、算定に含まれる部分の面積をいう。  

（補助金の交付） 

第３条 市は、次条に定める地域内において、浄化槽及び高度処理型浄化槽（国庫補助指針に適合するものとする。）

を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。 

⑴ 浄化槽法第５条第１項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項

に基づく確認を受けずに浄化槽及び高度処理型浄化槽を設置する者 

⑵ 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者 

⑶ 処理対象人員が５０人を超える浄化槽を設置する者 

⑷ 家屋の新築又は増築する際に浄化槽を設置する者で、当該設置が汚水処理の未普及解消につながらないもの 

⑸ 既存の浄化槽を更新又は改築する者。ただし、災害に伴い更新又は改築する者を除く。 

⑹ その他市長が定める者 

（補助対象地域） 

第４条 前条第１項に規定する地域は、市の区域のうち以下の各号のいずれかに該当する地域とし、別表１のとおりと

する。 

⑴ 次に掲げる地域以外の地域（以下「国庫補助事業対象地域」という。）  

イ 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項に基づき策定された公共下水道の事業計画に定められた

予定処理区域 

ロ 佐世保市集落排水処理施設条例（平成１８年条例第１８号）第２３条において定められた排水区域 

⑵  国庫補助事業対象地域外であって、下水道法第９条による供用開始が公示された地域を除いた地域（以下「市

単独事業対象地域」という。） 

２ 高度処理型浄化槽を設置する場合における対象地域については、国庫補助事業対象地域であり、かつ、以下の各号

に該当する地域とし、別表１のとおりとする。 

 ⑴ 窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域（平成５年環境庁告示第６７号）により指定された海域

に生活排水が排出される地域 

 ⑵ 水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）第１４条の８第１項に規定する生活排水対策重点地域に指定され

た地域 

（補助金額） 

第５条 補助金の額は、浄化槽及び高度処理型浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表２の人槽区分につき、

それぞれ同表の申請者居住住宅の欄及び申請者居住住宅以外の欄に定める額を限度とし、工事費(当該額に１，００

０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)と比較していずれか少ない額とする。この場合において、

別表２の人槽区分の適用にあたっては、「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準（ＪＩＳ Ａ ３

３０２－２０００）」により算出された人槽を上限とする。ただし、佐世保市浄化槽取扱要領（平成１８年２月１日

施行）第３に規定する「一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書の運用基準」の適



用を受ける場合、同基準で算出された人槽を上限とする。 

２ 前条第１号に規定する国庫補助事業対象地域において、単独処理浄化槽を撤去し、浄化槽を設置する場合は、以下

の各号に定める額を前項により算出した額に上乗せして補助金を交付する。 

⑴  撤去費用については、１２０，０００円又は当該撤去費用に相当する額のいずれか低い額（金額に１,０００

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額） 

⑵  宅内配管工事費については、３００，０００円又は当該工事費に相当する額のいずれか低い額（金額に１,０

００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額） 

（補助金交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、浄化槽設置届出書又は建築確認申請書を提

出した後に、補助金交付申請書（第１号様式）に次の書類を添付して、工事の着手前に市長に提出しなければならな

い。 

⑴ 審査機関を経由した浄化槽設置届出書の写し及び浄化槽処理対象人員算定表 

⑵ 設置場所の案内図（位置図） 

⑶ 浄化槽工事に係る見積書の写し（内訳の分かるもの） 

⑷ 型式適合認定書別添仕様書及び図面 

⑸ 処理対象人員が１０人以下の浄化槽にあっては、当分の間、浄化槽が国庫補助指針に適合していることを証す

る書面（登録浄化槽管理票（Ｃ票）及び全国浄化槽普及促進市町村協議会の登録証） 

⑹ 下水道接続に関する確約書（市単独事業対象地域に限る。） 

⑺ その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定及び通知） 

第７条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を

決定することとする。 

２ 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書（第２号様式）によ

り、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書（第３号様式）によりそれぞれ通知する。 

（補助金交付変更申請及び変更届等） 

第８条 前条第２項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助対象者」という。）は、同項の補助金交付

決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときにおいて、補助金

額の変更を伴う場合は補助金交付変更申請書（第４号様式）に、補助金額の変更を伴わない場合は変更届（第５号様

式）に当該変更等に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により補助金交付変更申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し補助金交付変

更申請書を提出した者に対して、補助金変更交付決定通知書（第６号様式）により通知する。 

３ 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告

して、その指示を受けなければならない。 

（実績報告） 

第９条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後１か月以内又は当該年度の３月２５日までのいずれか早い日までに実

績報告書（第７号様式）に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し  

（ただし、補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行なう場合にあっては、自ら行なうことができ

ることを証明する書類） 

⑵ 浄化槽法定検査依頼書の写し 

⑶ 浄化槽工事に係る請求書又は領収書の写し（内訳の分かるもの） 

⑷ 処理対象人員が１０人以下の浄化槽にあっては、機能保証制度の保証登録証 

⑸ 浄化槽工事完了届出書及び浄化槽工事検査報告書の写し 

⑹ 浄化槽工事施行写真 

⑺ 補助区分が申請者居住住宅の場合、設置場所に居住していることを証する書類（住民票の写し） 

⑻ 浄化槽使用廃止届出書の写し 

（ただし、単独処理浄化槽を撤去し、浄化槽を設置する場合の上乗せ補助対象事業に限る。） 

⑼ その他市長が必要と認める書類 

（交付額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及び



これに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書（第８号様式）によ

り速やかに補助対象者に通知する。 

（補助金の請求） 

第１１条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、市の所定の請求書による補助対象者の請求に基づき、

補助金を交付する。 

２ 市長は、特に必要があると認めるときは、第７条による交付決定後、補助金を概算払いにより交付することができ

る。この場合においては、前項の規定を準用するものとする。 

（補助金交付の取り消し） 

第１２条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すこ

とができる。 

⑴ 不正の手段により補助金を受けたとき。 

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 補助金の交付の条件に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第１３条 市長は、補助金の交付を取り消した場合に、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されてい

るときは、補助金の返還を命ずることができる。 

（その他） 

第１４条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況及び完成状況を施工現場において確認す

ることができる。 

２ この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、市長が別に定める。 

    附 則 

この要綱は、昭和６３年４月１日から施行する。 

    附 則 

 この要綱は、平成元年４月１日から施行する。 

    附 則   

 この要綱は、平成２年４月１日から施行する。 

    附 則 

 この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成３年１０月８日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則  

 この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

    附 則 

（施行期日） 

１  この要綱は、平成１０年４月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の要綱は、この要綱の施行日（以下「施行日」という。）以後の補助金交付申請に係る補助金について適用

し、施行日前までの補助金については、なお従前の例による。 

３ 施行日前までに浄化槽法又は建築基準法の規定による浄化槽設置届出を終了している者に対するこの要綱による申

請書類の適用については、当分の間、改正前の要綱第５条によることができる。 

    附 則 

 この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

    附 則  

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

    附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１３年１０月３日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 国庫補助事業対象外（市単独事業）の補助については、浄化槽法又は建築基準法の規定による平成１３年７月２０

日以降の浄化槽設置届の受付分から適用する。 



    附 則 

  この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、平成１８年３月３１日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後のこの要綱の規定は、平成２１年４月１日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前までの申請に係

る補助金については、なお従前の例による。 

    附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の佐世保市浄化槽設置補助金交付要綱の規定は、平成２２年４月１日以後の申請に係る補助

金について適用し、同日前までの申請に係る補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年６月２４日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の佐世保市浄化槽設置補助金交付要綱の規定は、平成２２年４月１日以後の申請に係る補助

金について適用し、同日前までの申請に係る補助金については、なお従前の例による。 

    附 則 

  この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

    附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は、令和元年９月２５日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の第３条第２項の規定にかかわらず、令和元年度の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

    附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の第４条第１項の規定にかかわらず、令和２年度の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

    附 則 

  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

別表１（第４条関係） 

 国庫補助事業対象地域 

 ⑴ 浄化槽 

地区 区分 町名 

大村湾沿岸 全域の町 江上町、奥山町、指方町、城間町、瀬道町、長畑町、南風崎町、萩坂町、

針尾東町、宮津町、針尾北町、針尾中町 

一部区域の町 崎岡町 

佐世保湾沿岸 全域の町 庵浦町、江永町、木原町、口の尾町、心野町、塩浸町、重尾町、下の原

町、新替町、新行江町、俵ヶ浦町、野崎町、針尾西町、平松町、三川内

町、三川内新町、三川内本町、横手町、吉福町 

一部区域の町 赤崎町、有福町、石坂町、鵜渡越町、浦川内町、上原町、折橋町、春日



町、木風町、黒髪町、桑木場町、小佐世保町、小島町、崎辺町、桜木町、

早苗町、清水町、白木町、白岳町、陣の内町、須佐町、大塔町、高梨町、

田の浦町、天神町、中通町、中原町、日宇町、東大久保町、広田町、福

田町、前畑町、松山町、矢岳町、山祗町、山手町、大和町、横尾町、花

高３丁目 

自然公園区域 全域の町 赤木町、浅子町、烏帽子町、大野町、小川内町、上柚木町、川谷町、潜

木町、楠木町、黒島町、戸ヶ倉町、小舟町、菰田町、里美町、下宇戸町、

下本山町、白仁田町、瀬戸越一丁目、高島町、高花町、岳野町、田代町、

田原町、知見寺町、筒井町、十文野町、八の久保町、原分町、松瀬町、

松原町、矢峰町、柚木町、柚木元町、宇久町平、宇久町太田江、宇久町

木場、宇久町大久保、宇久町小浜、宇久町神浦、宇久町飯良、宇久町寺

島、小佐々町黒石、小佐々町小坂、小佐々町臼ノ浦、小佐々町田原、小

佐々町平原、小佐々町岳ノ木場、小佐々町西川内、小佐々町楠泊、小佐々

町矢岳、小佐々町葛篭、鹿町町大屋、鹿町町上歌ヶ浦、鹿町町九十九島、

鹿町町口ノ里、鹿町町鹿町、鹿町町下歌ヶ浦、鹿町町新深江、鹿町町土

肥ノ浦、鹿町町中野、鹿町町長串、鹿町町深江、鹿町町深江潟、鹿町町

船ノ村 

一部区域の町 鹿子前町、瀬戸越町、船越町、下船越町、相浦町、愛宕町、大潟町、小

野町、川下町、椎木町、新田町、瀬戸越三丁目、瀬戸越四丁目、竹辺町、

長坂町、日野町、母ヶ浦町、宇久町野方、宇久町本飯良、江迎町猪調、

江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町北平、江迎町田ノ元、江迎町中尾、

江迎町七腕、踊石町、皆瀬町、上本山町、下本山町、瀬戸越二丁目、棚

方町、中里町、野中町、光町、牧の地町、吉岡町 

佐々川流域 全域の町 世知原町赤木場、世知原町岩谷口、世知原町上野原、世知原町太田、世

知原町開作、世知原町木浦原、世知原町北川内、世知原町栗迎、世知原

町中通、世知原町長田代、世知原町西ノ岳、世知原町笥瀬、世知原町矢

櫃、世知原町槍巻、吉井町板樋、吉井町大渡、吉井町乙石尾、吉井町踊

瀬、吉井町梶木場、吉井町上吉田、吉井町下原、吉井町高峰、吉井町立

石、吉井町田原、吉井町直谷、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町春明、

吉井町福井、吉井町前岳、吉井町吉元 

一部区域の町 江迎町田ノ元 

水道水源の地

域 

全域の町 吉井町草ノ尾、江迎町奥川内、江迎町中尾 

一部区域の町 江迎町箙尾、江迎町北平、江迎町栗越、江迎町田ノ元、江迎町長坂 

その他地域 全域の町 江迎町飯良坂、江迎町箙尾、江迎町奥川内、江迎町梶ノ村、江迎町北田、

江迎町栗越、江迎町七腕、江迎町根引 

一部区域の町 江迎町赤坂、江迎町猪調、江迎町上川内、江迎町北平、江迎町小川内、

江迎町志戸氏、江迎町末橘、江迎町田ノ元、江迎町中尾、江迎町長坂、

江迎町三浦、江迎町乱橋 

  ⑵ 高度処理型浄化槽 

地区 区分 町名 

大村湾沿岸 全域の町 奥山町、城間町、長畑町、南風崎町、萩坂町、宮津町 

一部区域の町 江上町、指方町、瀬道町、針尾東町、針尾北町、針尾中町、崎岡町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表２（第５条関係） 

１．国庫補助事業対象地域 

⑴ 浄化槽 

人 槽 区 分 
申請者居住住宅 申請者居住住宅以外 

改 築 新 築 改 築 新 築 

５人槽 ４９８，０００円 ３７４，０００円 ２４９，０００円 １８７，０００円 

６～ ７人槽 ６２１，０００円 ４６６，０００円 ３１１，０００円 ２３３，０００円 

８～５０人槽 ８２２，０００円 ６１７，０００円 ４１１，０００円 ３０９，０００円 

⑵ 高度処理型浄化槽 

  （総窒素濃度２０㎎/ℓ以下又は総燐濃度１㎎/ℓ以下の機能を有するもの。） 

人 槽 区 分 
申請者居住住宅 申請者居住住宅以外 

改 築 新 築 改 築 新 築 

５人槽 ５２６，０００円 ４０２，０００円 ２６３，０００円 ２０１，０００円 

６～ ７人槽 ６６９，０００円 ５１４，０００円 ３３５，０００円 ２５７，０００円 

８～５０人槽 ８５９，０００円 ６５４，０００円 ４３０，０００円 ３２７，０００円 

  （総窒素濃度１０㎎/ℓ以下の機能を有するもの。） 

人 槽 区 分 
申請者居住住宅 申請者居住住宅以外 

改 築 新 築 改 築 新 築 

５人槽 ６４０，０００円 ５１６，０００円 ３２０，０００円 ２５８，０００円 

６～ ７人槽 ７７７，０００円 ６２２，０００円 ３８９，０００円 ３１１，０００円 

８～１０人槽 ９９７，０００円 ７９２，０００円 ４９９，０００円 ３９６，０００円 

  （総窒素濃度２０㎎/ℓ以下及び総燐濃度１㎎/ℓ以下の機能を有するもの。） 

人 槽 区 分 
申請者居住住宅 申請者居住住宅以外 

改 築 新 築 改 築 新 築 

５人槽 ６９４，０００円 ５７０，０００円 ３４７，０００円 ２８５，０００円 

６～ ７人槽 ９００，０００円 ７４５，０００円 ４５０，０００円 ３７２，０００円 

８～５０人槽 １,２３７,０００円 １,０３２,０００円 ６１８，０００円 ５１６，０００円 

備考 この表における「改築」とは以下の各号に定める工事をいう。 

 ⑴ 既設のくみ取り便所を改造し、浄化槽を設置する工事 

 ⑵ 単独処理浄化槽の使用を廃止し、新たに浄化槽を設置する工事 

２．市単独事業対象地域 

人 槽 区 分 申 請 者 居 住 住 宅 

５人槽 １６６，０００円 

６～ ７人槽 ２０７，０００円 

８～５０人槽 ２７４，０００円 

 


